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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
二
十
八
号 

 

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿

易
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
等

（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

西
村 

康
稔 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

一 

居
住
者
若
し
く
は
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
か
ら

外
国
へ
向
け
た
支
払
又
は
居
住
者
に
よ
る
非
居
住

者
と
の
間
の
支
払
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に

対
し
て
行
う
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
る
本

一 

居
住
者
若
し
く
は
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
か
ら

外
国
へ
向
け
た
支
払
又
は
居
住
者
に
よ
る
非
居
住

者
と
の
間
の
支
払
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に

対
し
て
行
う
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
る
本
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邦
か
ら
外
国
へ
向
け
た
支
払
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る

も

の

（

以

下

こ

の

号

及

び

第

六

号

に

お

い

て

「
第
一
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
う

支
払
及
び
第
一
号
対
象
者
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て

は
、
当
該
第
一
号
対
象
者
の
た
め
に
当
該
第
一
号

対
象
者
以
外
の
名
義
で
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他
の

当
該
第
一
号
対
象
者
の
た
め
に
直
接
又
は
間
接
に

行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
） 

イ
～
ニ 

［
略
］ 

［
削
る
］ 

   

邦
か
ら
外
国
へ
向
け
た
支
払
（
イ
、
ロ
又
は
ホ
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
号
に
お
い

て
「
第
一
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行

う
支
払
及
び
第
一
号
対
象
者
に
よ
る
支
払
に
つ
い

て
は
、
当
該
第
一
号
対
象
者
の
た
め
に
当
該
第
一

号
対
象
者
以
外
の
名
義
で
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他

の
当
該
第
一
号
対
象
者
の
た
め
に
直
接
又
は
間
接

に
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
） 

イ
～
ニ 

［
略
］ 

ホ 

イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
又
は
核
兵

器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者
と
し
て
外

務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障

理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
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ホ
～
ヨ 

［
略
］ 

二
～
四 

［
略
］ 

五 

居
住
者
又
は
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
か
ら
外
国

へ
向
け
た
支
払
で
あ
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機

微
な
核
活
動
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
き
、
国

際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
の
事
前
承
認
に
よ
り
加

盟
国
が
許
可
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
資
金
移
転

の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動

対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動

又
は
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者

を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
八
年
外
務
省
告
示

第
二
十
一
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

 

へ
～
タ 

［
略
］ 

二
～
四 

［
略
］ 

五 

居
住
者
又
は
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
か
ら
外
国

へ
向
け
た
支
払
で
あ
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機

微
な
核
活
動
又
は
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関

連
す
る
活
動
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
き
、
国

際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
の
事
前
承
認
に
よ
り
加

盟
国
が
許
可
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
資
金
移
転
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を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
八
年
外
務
省
告
示
第

十
八
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
寄
与
す

る
目
的
で
行
う
取
引
又
は
行
為
に
係
る
も
の 

  

六
・
七 

［
略
］ 

の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動

又
は
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
連
す
る
活
動

を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
八
年
外
務
省
告
示
第

十
八
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
寄
与
す

る
目
的
で
行
う
取
引
又
は
行
為
に
係
る
も
の 

六
・
七 

［
略
］ 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

 


